「福祉用具貸与サービスステーションおもと園」重要事項説明書
                                                        社会福祉法人おもと会
                                                      福祉用具サービスステーションおもと園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当事業所は介護保険の指定を受けています。
福祉用具貸与（沖縄県指令福第 ３０５号）
事業所番号４７７０１０４０７５







当事業所はご契約者に対して福祉用具貸与サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

	※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方が対象となります。
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１．事業者
（１）法  人   名    社会福祉法人　おもと会
（２）法人所在地     沖縄県那覇市安里１丁目７番地３号
（３）電 話 番 号    ０９８－８６２―１０００
（４）代表者氏名     理事長　 石　井　和　博
（５）設 立 年 月    昭和４７年５月１１日

[bookmark: _Toc474814092]２．事業所の概要
（１）事業所の種類    福祉用具サービスステーションおもと園
　　　　　　　　　　　令和 １年 ８月 １日指定　
                      介護保険事業者番号　４７７０１０４０７５
（２）事業所の目的  
      在宅の老人に対して、福祉用具貸与サービスを提供することによって、利用者のＱＯＬ向上、心身機能の維持向上等を図るともに、その家族の身体的精神的な負担を軽減することを目的とする。
（３）事業所の名称     福祉用具サービスステーションおもと園
（４）事業所の所在地   沖縄県那覇市寄宮１丁目１６番地１２
（５）電話番号         ０９８－８３３－１５５５
（６）管理者氏名       牧主　千代美
（７）当事業所の運営方針
　　　　当事業所は、介護保険法による要支援１～介護度５と認定された第一号並びに第二号被保険者で生活の援助、心身機能の維持向上の一助となるように福祉用具貸与し、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図る。
（８）開設年月          令和１年８月１日

[bookmark: _Toc474814094]３．職員の配置状況
　当事業所では、ご契約者に対して指定福祉用具貸与サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>　※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
	職種
	職員数

	
	

	1． 管理者
	兼務１名

	2． 専門相談員
3． 専門相談員
	兼務１名
常勤３名


[bookmark: _Toc474813795][bookmark: _Toc474814093]４．事業実施地域及び営業時間
（１）通常の事業の実施地域　那覇市。その他地域は相談に応じます。
（２）営業日及び営業時間
	営業日
	月曜日～金曜日
（土・日・祝祭日・12月31日～1月3日・旧暦7月15日は休み）

	受付時間
	月～金曜　　　８時３０分～１７時３０分　

	サービス提供時間
	月～金曜　　　８時３０分～１７時３０分　



[bookmark: _Toc474814095]５．当事業所が提供するサービス内容と利用料金
（１） 提供するサービス内容は、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画に沿って作成した福祉　　用具貸与計画、介護予防福祉用具貸与計画に基づき行います。　
（２）福祉用具貸与の取扱種目　（料金についてはカタログを御参照ください。）
　　　①車いす　　　　　②車いす付属品　　③特殊寝台　　　　④特殊寝台付属品
　　　⑤床ずれ防止用具　⑥体位変換器　　　⑦手すり　　　　　⑧スロープ
　　  ⑨歩行器  　 　　 ⑩歩行補助つえ　　⑪認知症老人徘徊感知機器　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk32494952]⑫移動用リフト　　⑬自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)　　
（３）福祉用具専門相談員はサービスの提供に当たって、次の行為はできませんので、あらかじめ　　ご了承ください。
①医療行為
②利用者または家族の金銭、預貯金通帳などの預かり
③利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受
（４）サービス利用料金
　下記の料金表によって、利用料金から介護保険給付費額（９割～７割）を除いた金額（自己負担額）
１～３割をお支払い下さい。
	１．サービス利用料金　 
	サービスを受けられる機器の１ヶ月の金額

	２．うち、介護保険から給付される金額
	
９割～７割

	３．サービス利用に係る自己負担額（１－２）
	１割～３割


☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご契約者の負担額を変更します。
（５）利用料金のお支払い方法
· １ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので下記のいずれかの方法でお支払いください。（1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。）
● 指定口座振込み・・・請求書発行月の月末までにお振込み下さい。
           ・金融機関　沖縄銀行　 本店 
           ・口座名義  社会福祉法人おもと会
                 　　　理事長　石井　和博  
　　　　　 ・口座番号　普通預金　　２１３２７２８
● 金融機関口座からの自動引落し(自動振替)
◇銀　行【ご利用できる金融機関】…　沖縄銀行、琉球銀行、海邦銀行、JA(農協)
コザ信用金庫、労働金庫
・引落し日は、請求書発行月の月末平日営業日
・引落し手数料につきましては無料（施設負担）となっております。
◇ゆうちょ銀行
・引落し日は、請求書発行月の２５日
・引落し手数料につきましては無料（施設負担）となっております。
　　　　　　　　　※ 自動引落しを希望される場合は、当ステーションまでご連絡ください。
　 　●コンビニ払い
　　　　請求書発行月の月末までに、請求書に同封される「コンビニ払込票」にてお支払い下さい。
手数料は無料（事業所負担）となります。

（６）利用の中止、変更、追加
〇ご契約者の都合により、福祉用具貸与サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに居宅介護支援事業者に申し出てご相談ください。
〇サービス利用の変更・追加の申し出に対して、契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、契約者に提示して協議します。

(７) レンタル料
①レンタルは１ヶ月単位でご利用いただけます。
②レンタルは１ヶ月単位ですが、開始月と終了月のレンタル料は、次のようになります。
○レンタル開始月のレンタル料
・契約日がその月の15日以前:１ヶ月分の全額
・契約日がその月の16日以降:１ヶ月分の1/2の額
○レンタル終了月のレンタル料
・解約日がその月の15日以前:１ヶ月分の1/2の額
・解約日がその月の16日以降:１ヶ月分の全額
○ただし、レンタル開始と終了が同じ月内に行われた場合のレンタル料は、１か月分全額となります。
[bookmark: _Toc474814096]
６．苦情の受付について
（１）当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
〇苦情受付窓口担当者  　牧主　千代美（管理者）
　　　　○受付時間　　　      　月曜日～金曜日　８：３０～１７：３０
　　　　○電話番号　　　　　　　０９８－８３３－１５５５
　　　　○Ｆ Ａ Ｘ　　　　　　　０９８－８３３－１５１６

（２）行政機関その他苦情受付機関
	那覇市役所
ちゃーがんじゅう課

	所在地　那覇市泉崎１－１－１      
電話番号  098-862-9010 ＦＡＸ098-862-9648
受付時間  09:00～17:00

	
国民健康保険団体連合会
	所在地    那覇市西３丁目１４番１８号
電話番号  098-863-2321 ＦＡＸ098-875-6758
受付時間  09:00～17:00



７．事故発生時の対応
（1） 管理者は、利用者に対する福祉用具機器の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
（2） 管理者は、利用者に対する福祉用具機器の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
（3） 管理者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

８．秘密保持について
（1） 福祉用具専門相談員は、業務上知り得た秘密を保持し、従業者でなくなった後においても保持いたします。
（2） 個人情報の取り扱いについて、介護サービスの利用や医療機関との連携などに係る事業所外への情報提供は、あらかじめ利用者に同意を得て行います。


[bookmark: _Hlk32568961]９．虐待防止について
(１)　事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。
① 従業者へ、虐待防止に関する研修を定期的に実施します
②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備を行います。
③その他、虐待防止の為の必要な措置を行います。
(２)　事業所は、サービス提供中に従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村又は地域包括支援センターに通報します。


１０.　身体拘束廃止について
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対する身体拘束、その他の行動を制限する行動を行いません。やむを得ず、身体拘束を行う場合には身体拘束の内容、目的、緊急やむを得ない理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等、記録の整備や手続きなど厚生労働省が策定した「身体拘束ゼロへの手引き」を遵守し適正な取り扱いにより行うものとします。


１１.　認知症ケアについて
事業所は、認知症に関する十分な知識と理解を習得し、専門性と資質の確保・向上を目的とし定期的に研修を実施し、認知症高齢者への対応として、総合的なアセスメントを踏まえ、環境、チームケアを統一することで、認知症高齢者のニーズに即した生活支援を行います。パーソンﾄﾞケア（いつでもどこでもその人らしく）本人の自由意思を尊重したケアを実践します。


１２．記録の整備、保管及び開示について
（１）事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、本契約終了の日から５年間保存します。
（２）サービス提供記録など、利用者にかかる記録については、利用者及びその家族の求めに応じて開示いたします。

[bookmark: _Hlk32506295]１３．事業所情報の閲覧について
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
１４．第三者による評価の実施状況
　　　　　第三者評価の実施の有無：　なし                                            
    
 令 和　　年　  月　　日


福祉用具貸与サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い交付しました。

福祉用具サービスステーションおもと園
説明者職員名　専門相談員　　氏　名　　　　　  　　　　　　　　　　    印


私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、福祉用具貸与サービスの提供開始に同意し受領しました。
[bookmark: _Hlt533940058]利用者　　住　所

　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


利用者自身が判断を下せない状況になった場合は、私が身元引受人として判断・対応します。
(契約時において判断が下せない場合、下記の方をご契約当事者とさせていただきます)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　 　　　　 　　　印

ご利用者との関係
　親族　( ：続柄　　　　　　　　　　　　)
　成年後見人
　代理人
＊確認資料をお見せいただく場合がございます。
　あらかじめご了承ください。
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